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市税 期限内の納付を
みんなで住みよい茅ヶ崎へ

　市税は市民のみなさんが安心して暮らせるまちづくりに欠かせない財源
です。収納率や督促状の件数は改善されていますが、公平性の確保のため
納付の勧奨などを積極的に行っています。
　みなさんの納付は住みよい茅ヶ崎へつながります。さまざまなサービス
を利用し、期限内の納付にご協力をお願いします。
� 【収納課納税担当】

市税納期限お知らせサービス
　電子メールで配信する市税納期限のメール配信サービスや市の
Twitterを活用し、納期限を事前にお知らせしています。
　パソコンやスマートフォンをお持ちの方はどなたでも登録すること
ができますので、ぜひご利用ください。詳細は市 をご覧ください。

便利な口座振替をご利用ください
　口座振替を利用すると納期限日に自動で引き落としされるため、納付
書を金融機関などに持参する手間が省け、納め忘れも防ぐことができ
ます。口座振替依頼書(市役所収納課または市内の指定金融機関の窓口
に備え付け)に必要事項を記入・押印の上、金融機関の窓口へ提出して
ください。

納付できない時には、早めの相談を
放置すると滞納処分も…
　やむを得ない事情で税金を納期限内に納められない場合は、市役所
収納課に相談してください。放置しておくと延滞金が加算されるだけ
でなく、財産の差し押さえなど滞納処分を受けることになります。

領収書が提出不要
　平成29年分の確定申告および市・県民税の申告から、領収書の
提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりま
した。
　医療保険者から交付を受けた医療費通知（健康保険組合などが発
行する「医療費のお知らせ」など）を添付すると、明細の記入を省略
できます。
　医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります（税務署
から求められたときには、提示または提出しなければなりません）。

平成29年分の確定申告から医療費控除が大幅に変更
【市民税課市民税担当、確定申告については藤沢税務署☎0466(22)2141】

セルフメディケーション税制を創設
　平成29年分の確定申告および市・県民税の申告から、健康の保持およ
び疾病の予防への一定の取組(健康診断・予防接種など)を行った方で、特
定一般用医薬品などを購入している方は、従来の医療費控除に代えて、
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることがで
きます。

添付または提示が必要な書類
・セルフメディケーション税制の明細書（添付）
・�適用を受ける年分で一定の取組を行ったことを明らかにする書類
（添付または提示）
　例：予防接種の領収書、健康診断・人間ドックの結果通知書など

詳細は、国税庁 をご覧ください。
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更なる徴収率の向上へ　
　2016年度の市税の収納率は過去最高の99.12％となり、督促状発送
件数は過去最少の7万7651件となりました。収納率は毎年向上し、そ
れに伴って督促状発送件数は毎年減少しています。今後、さらなる徴
収率向上と公平性の確保に向け、取り組んでいきます。

メール配信
サービス Twitter
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